
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

二

三

八

号

朝
鮮
王
朝
儀
軌
等
の
韓
国
政
府
へ
の
引
き
渡
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

新

藤

義

孝
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朝
鮮
王
朝
儀
軌
等
の
韓
国
政
府
へ
の
引
き
渡
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
十
四
日
、
前
原
外
務
大
臣
は
金
星
煥
韓
国
外
交
通
商
部
長
官
と
と
も
に
「
日
韓
図
書
協
定
」
に
署
名
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
八
月
十
日
に
菅
総
理
大
臣
が
「
日
韓
併
合
百
年
」
の
総
理
談
話
の
中
で
発
表
し
た
朝
鮮
王
朝
儀
軌
等
の
図
書
の
引

き
渡
し
に
つ
い
て
、
日
韓
両
政
府
が
正
式
に
合
意
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
図
書
引
き
渡
し
は
内
容
的
・
手
続
き
的
に
極
め
て
問
題
が
多
く
、
我
が
国
外
交
に
大
き
な
汚
点
を
残
し
か
ね

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
韓
図
書
協
定
を
め
ぐ
る
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
、
以
下
に
質
問
す
る
。

一

今
回
引
き
渡
す
朝
鮮
王
朝
儀
軌
等
の
図
書
は
宮
内
庁
が
所
管
す
る
国
有
財
産
で
あ
る
。
国
有
財
産
の
処
分
に
当
た
っ
て
は

文
化
性
や
学
術
性
、
処
分
の
是
非
等
に
つ
い
て
事
前
の
調
査
や
専
門
家
か
ら
の
意
見
聴
取
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
政
府
は
協

定
締
結
に
当
た
り
、
こ
の
よ
う
な
調
査
や
意
見
聴
取
を
行
っ
た
か
。
十
一
月
十
六
日
の
自
民
党
外
交
部
会
で
は
、
同
様
の
質

問
に
対
し
て
、
外
務
省
か
ら
、
今
回
引
き
渡
す
図
書
に
関
す
る
調
査
等
は
行
っ
て
い
な
い
、
と
の
答
弁
を
得
て
い
る
が
、
改

め
て
確
認
す
る
。

二

政
府
は
今
回
の
協
定
の
意
義
を
、
日
本
と
韓
国
の
文
化
交
流
・
文
化
協
力
を
通
じ
て
両
国
の
友
好
関
係
の
発
展
に
資
す
る

こ
と
、
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
日
本
が
韓
国
に
一
方
的
に
図
書
を
引
き
渡
す
片
務
的
な
内
容
と
な
っ
て
い

一



る
。私

が
知
る
限
り
に
お
い
て
も
、
現
在
韓
国
に
は
、
国
立
中
央
図
書
館
が
保
管
す
る
数
万
点
の
日
本
の
古
書
や
、
国
家
機
関

で
あ
る
国
史
編
纂
委
員
会
に
所
蔵
さ
れ
る
対
馬
藩
の
宗
家
古
文
書
約
三
万
点
な
ど
、
日
本
統
治
時
代
に
朝
鮮
総
督
府
を
通
じ

て
日
本
側
が
持
ち
込
み
、
戦
後
韓
国
に
置
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
図
書
等
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

�

私
が
本
年
十
一
月
十
一
日
、
議
員
会
館
の
自
室
に
お
い
て
外
務
省
に
こ
れ
ら
在
韓
国
日
本
図
書
の
存
在
に
つ
い
て
尋
ね

た
際
、
外
務
省
は
、
そ
の
事
実
を
知
ら
な
い
し
、
調
べ
て
も
い
な
い
、
と
答
え
た
。
十
一
月
十
六
日
の
自
民
党
外
交
部
会

に
お
い
て
も
、
外
務
省
は
在
韓
国
日
本
図
書
の
存
在
を
十
一
月
十
一
日
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
政

府
は
、
在
韓
国
日
本
図
書
の
存
在
を
知
ら
ず
、
確
認
の
た
め
の
調
査
も
し
て
い
な
い
状
態
で
韓
国
と
の
協
定
を
締
結
し
た

の
か
。
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
。

�

私
は
十
一
月
十
一
日
の
外
務
省
と
の
面
談
の
際
、
こ
れ
ら
在
韓
国
日
本
図
書
の
存
在
を
図
書
協
定
の
署
名
前
に
、
大

臣
、
官
邸
に
伝
え
る
よ
う
申
し
入
れ
た
。
外
務
省
事
務
方
は
こ
の
事
実
を
大
臣
、
官
邸
に
伝
え
た
か
。
ま
た
外
務
大
臣
、

官
房
長
官
、
総
理
大
臣
は
、
十
一
月
十
四
日
の
図
書
協
定
署
名
以
前
に
、
こ
れ
ら
在
韓
国
日
本
図
書
の
存
在
を
知
っ
て
い

た
か
。

二



�

今
回
の
日
本
側
所
有
図
書
の
韓
国
側
へ
の
引
き
渡
し
は
、
日
韓
基
本
条
約
や
文
化
財
協
定
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
か

つ
て
の
日
本
統
治
に
対
す
る
謝
罪
や
そ
れ
に
関
連
付
け
た
財
産
譲
渡
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
未
来
志
向
の
日
韓
の
協
力
関

係
の
発
展
に
資
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
日
韓
で
締
結
す
る
協
定
は
今
回
の
よ
う
な
片
務
協
定
で

は
な
く
、
相
互
協
定
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
が
所
有
す
る
韓
国
図
書
の
引
き
渡
し
と
同
時
に
、
韓
国
が
所
有
す
る
日

本
図
書
に
つ
い
て
も
引
き
渡
し
を
交
渉
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

菅
総
理
は
十
一
月
二
十
九
日
、
日
韓
・
韓
日
両
議
員
連
盟
合
同
総
会
で
「
（
朝
鮮
王
朝
儀
軌
等
の
図
書
を
）
お
返
し
で
き

る
よ
う
（
国
会
承
認
に
）
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。
今
回
の
協
定
に
お
い
て
も
、
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
し

た
一
九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
と
整
合
性
を
と
る
た
め
「
（
図
書
を
）
引
き
渡
す
」
と
の
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
総
理
の

「
お
返
し
」
と
い
う
発
言
は
日
韓
基
本
条
約
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
総
理
発
言
の
真
意
は
何
か
。

四

仙
谷
官
房
長
官
は
、
図
書
の
引
き
渡
し
に
合
意
し
た
十
一
月
十
四
日
の
署
名
式
、
及
び
、
菅
総
理
と
李
明
博
大
統
領
の
首

脳
会
談
に
同
席
し
た
。
総
理
が
官
邸
を
離
れ
る
際
に
官
房
長
官
も
そ
れ
に
同
席
す
る
の
は
極
め
て
異
例
で
あ
り
、
実
際
、
Ａ

Ｐ
Ｅ
Ｃ
開
催
中
に
行
わ
れ
た
他
の
首
脳
会
談
に
は
長
官
は
同
席
し
て
い
な
い
。
長
官
は
な
ぜ
日
韓
の
首
脳
会
談
・
署
名
式
に

限
っ
て
同
席
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
必
然
性
を
問
う
。

三



五

フ
ラ
ン
ス
は
、
一
八
六
六
年
に
江
華
島
を
攻
撃
し
強
奪
し
て
き
た
儀
軌
等
の
文
書
を
韓
国
か
ら
返
還
す
る
よ
う
要
求
さ
れ

て
い
る
が
、
十
七
年
間
に
わ
た
り
拒
否
し
て
い
る
。
今
回
、
政
府
が
引
き
渡
し
文
書
の
調
査
も
有
識
者
意
見
聴
取
も
行
わ

ず
、
更
に
は
韓
国
に
あ
る
日
本
古
書
の
存
在
確
認
も
せ
ず
に
協
定
締
結
を
行
っ
た
こ
と
は
、
国
有
財
産
の
処
分
の
妥
当
性
と

共
に
、
国
家
主
権
を
軽
視
し
た
は
な
は
だ
遺
憾
な
行
為
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


